
ハローワークでは地域の就労支援機関等と連携し、
障害者の採用から職場定着までサポートを行っています。

障害者のイメージが
つかめない

就労移行支援事業所（障害者の方が就労に
必要なスキルの向上のため訓練をしている
施設）等の見学、障害者の方による貴社の
見学、実習など。また支援機関と同行によ
る仕事の切り出し支援など。

企業向け講座の実施
「精神・発達障害者しごとサポーター
養成講座」

現在仕事を探されている求職者の方の大
半は精神障害者手帳をお持ちの方です。
精神障害・発達障害に関して障害の特性
を正しく理解していただき、一緒に働く
ために必要な配慮などを学んでいただく
講座です。

障害者ミニ面接会

障害者（支援員が同席のことも）と直接面接
していただくことで障害特性や職務遂行能力
を確認していただくことが可能です。ハロー
ワークの所内掲示、HPでの周知の他、各就
労移行支援機関へも周知します。

障害者の求人を
はじめて出すのですが 障害者求人の受付

職業紹介の相談

「求人票の書き方が分からない」「求人を出
したけれど応募がない」時、ご相談ください。
求人内容を確認・検討の上、連携している
就労移行支援事業所などに求人情報の提供を
行い、応募勧奨を行う事も可能です。

障害者雇用に関する助成
金のご案内

・特定求職者雇用開発助成金
（特定就職困難者コース）

・トライアル雇用助成金
（障害者トライアルコース/障害者短時間
トライアルコース）

・キャリアアップ助成金
（障害者正社員化コース）
などの雇入れや正社員化時の助成金に
ついてご案内いたします。

職場定着支援

採用後長くお勤めいただけるように職場を
訪問させていただいています。障害者ご本人
と業務の指導を行っている職場の方に現状を
確認させていただき、ご相談などがあれば
アドバイスをさせていただきます。

【お問い合わせ先】ハローワーク川崎 雇用指導官
〒210-0015 川崎市川崎区南町17-2 044-244-8609（部門コード：33＃）

ハローワーク川崎
障害者雇用支援メニューのご案内

就労移行支援機関との連携支援

具体的には・・・

具体的には・・・

具体的には・・・

具体的には・・・

具体的には・・・

具体的には・・・


